
船舶事故等調査報告書 

平成２１年３月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９門第１５号 

事故等名 押船日開丸被押バージ家島１５１５乗揚 

発生年月日時刻 平成２０年１０月２９日１４時３０分ごろ 

発生場所 六連島灯台から真方位０６６°１．３７海里（北緯３３°５９′１５″東経１３０°５３′３

６″付近） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年１月１９日 門司・地方事故調査官が、海難報告書及び海図Ｗ１２

６４を精査し、船長から事故概況を電話聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

Ａ 押船 日開丸 ９９トン 

１３５１３０ 

有限会社松本海運 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

Ｂ バージ 家島１５１５ 長さ ６５ｍ 幅１４ｍ 

なし 

有限会社松本海運 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 六級海技士（航海） 

負傷者 Ａ なし 

損傷 Ａ 右舷側推進器翼１枚曲損（約１０ｃｍ） 

Ｂ なし 

事故等の経過 Ａ船は、船長ほか３人が乗り組み、Ｂ船とワイヤー及びロープで連結して押航し、六連島

西方の浚渫工事海域で、Ｂ船に浚渫土砂を１,５００㎥積載して、船首３．１ｍ、船尾３．２ｍ

の喫水をもって、下関港沖合人工島埋め立て予定地に向け発した。 

Ａ船長が、１人で船橋当直に就いて同地に着き、船首を東に向けて全土砂を投棄したの

ち、後進しながら右転して進行していたころ、平成２０年１０月２９日１４時３０分ごろ、他船

等の土砂投棄で水深が浅くなっていた浅所に乗り揚げた。 

当時、関門港壇ノ浦の潮候は、下げ潮末期で、潮高は約０．８ｍであった。 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

Ａ船が、人工島埋め立て予定地において、浅所域の確認を適切

に行わなかったため、土砂が投棄されて水深が浅くなっていた

海域に進入した可能性があると考えられる。 

 

原因 本事故は、Ａ船がＢ船を押して航行中、浅所の確認を適切に行わなかったため、両船が

浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 

その他の事項 なし 

 

 




